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花粉症と栃木県における花粉対策
髙石　雅樹＊　　青柳　達也＊＊　　増田　崇＊＊＊　　千葉　百子＊＊＊＊

　抄　録
　我が国では全人口の約 30％が花粉症患者（2008年）であり，その半数以上がスギ花粉症患者といわれている．
そして，花粉症に関する医療費は，日本全体では 1,172億円と推計されている．我が国では第二次世界大戦後，
スギやヒノキが大量に植林された．これらのスギが，樹齢 30年を超えて多くの花粉を生産するようになり，花
粉飛散量が増加したことで，花粉症患者が増加した．2008年において，栃木県のスギ花粉症有病率は 39.6％と
全国第 3位であり，全国平均の約 1.5倍である．栃木県では花粉症対策として，雄花の多いスギ林の間伐を推進
している．また，2008年 5月に「花粉の少ないスギ山行苗生産計画」を策定し，花粉の少ないスギ林の造成に
関する研究を行っている．しかしながら，全てのスギが少花粉スギに置き換わるにはかなりの年数が必要である．
一方，花粉症患者数の増加に，食生活などの生活様式の変化や大気汚染等の関与も疑われている．したがって，
今後の継続的な調査・観察・研究が必要である．
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Abstract
　In Japan, about 30％ of the population suffers from pollen allergy, and more than half of the cases were caused by pollen 
from Japanese cedar in 2008. The total medical cost for pollen allergy is estimated to be ¥117.2 billion in Japan. After World 
War II, a large number of Japanese cedar and hinoki trees were planted in Japan. Over 30-year-old Japanese cedars produce 
very high volumes of pollen. Coincidentally, patients complaining of pollen allergy have been increasing in Japan. In Tochigi 
Prefecture, the prevalence of pollen allergy was 39.6％ in 2008. This percentage was the third highest among all prefectures 
and 1.5 times the average value of the 47 prefectures in Japan. The Tochigi Prefectural Government started to promote the 
cutting down of male Japanese cedars that produce much pollen, and replacing these with common cedars that produce no 
or little pollen, although this will take a long time. This project requires continuous observation, investigation, and research.
Keywords：pollen allergy, Tochigi Prefectural Government, measures against Japanese cedar pollen

Ⅰ．はじめに

　我が国では全人口の約 30％が花粉症患者であると

いう報告（2008年）1）があり，その半数以上がスギ花

粉症患者であるといわれている．我が国におけるスギ

花粉症は，1964年に栃木県日光地方で報告されたこ

とに始まる．
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　我が国では第二次世界大戦後，成長が早く，建築

資材として価値の高いスギやヒノキが大量に植林さ

れた．スギ林の面積は 2007年において全国の森林の

18％，国土の 12％を占めている2，3）．この時に植林さ

れたスギが，樹齢 30年を超えて多くの花粉を生産す

るようになり，花粉飛散量が増加したことで，花粉症

患者が増加したと考えられている．

Ⅱ．花粉症とその治療

　1819年に Bostockによってイネ科の花粉により「枯

草熱（hay fever）」と診断されたものが花粉症の初め

ての報告である4）．そして我が国におけるスギ花粉症

は，1964年に堀口と斎藤により栃木県日光地方にて

報告された5）．

　2008年に全国の耳鼻咽喉科医およびその家族

15,673人を対象に行った，アレルギー性鼻炎有病率

に関する疫学調査の報告がある1）．これは，1998年

に 2008年の調査と同様の方法で約 17‚300人を対象に

栃木県壬生町で実施された疫学調査6）と比較すること

で，10年間の変化も同時に把握するために行われた

ものである．この報告によると，通年性アレルギー性

鼻炎有病率は 23.4％，スギ花粉症有病率は 26.5％，ス

ギ以外の花粉症有病率は 15.4％，花粉症全体の有病

率が 29.8％，そしてアレルギー性鼻炎全体の有病率

が 39.4％であり，花粉症患者さらにはアレルギー性鼻

炎の大部分はスギ花粉症を罹患していた（表 1）．ス

ギ花粉症の有病率は 1998年では全国平均で 16.2％で

あったので，10年間で 10％以上の増加を示していた

（図 1）．2008年のスギ花粉症有病率を都道府県別に比

較すると（表 1），山梨県が 44.5％で最も高く，次い

で高知県の 41.2％，栃木県および埼玉県の 39.6％であ

る．一方，沖縄県は 6.0％，北海道は 2.2％と全国平均

よりもはるかに低い有病率である．

　花粉症はⅠ型アレルギーに分類される．抗原である

花粉に対して作られた IgE抗体が好塩基球やマスト細

胞に固着し，その固着 IgE抗体と抗原とが再び反応す

ると，高親和性 IgE-Fcレセプター（FcεRI）に架橋現

象が起き，この刺激によりこれら細胞から，すでに産

生されていて顆粒内に貯蔵されているヒスタミンが脱

顆粒により放出され，また細胞膜脂質より新たに産生

されるロイコトリエンなどの化学伝達物質が血管透過

性亢進，粘液線分泌亢進，平滑筋収縮などを惹起す

ることで起きる．ヘルパー T細胞のうちの Th2細胞

が産生するインターロイキン‒4は，B細胞による IgE

産生を促進する7）．ヒスタミンは知覚神経である三叉

神経末端を刺激し，そのインパルスがくしゃみとなる．

その刺激はまた副交感神経に伝達され遠心的に鼻粘膜

に戻り，その末端からアセチルコリンが分泌され，鼻

腺や血管に作用する．鼻腺への刺激は腺分泌亢進，す

なわち鼻汁過多となる．ヒスタミンやロイコトリエン

は血管透過性の亢進，静脈叢の血管拡張，血流うっ滞

などを起こす．これら粘膜の局所循環障害，浮腫，分泌，

腺房の腫大，細胞浸潤などによる粘膜腫大が鼻閉を起

こす．局所アナフィラキシーに続いて数時間後に，遅

発型反応として鼻閉症状として出現することがある．

また，肥満細胞からの走化性物質の作用により，好塩

基球，好中球，好酸球，リンパ球などの細胞が浸潤し，

これらの細胞から遊離されるサイトカイン，顆粒球由

来化学物質が粘膜組織の変化を誘発し，連続的抗原刺

激とあいまって慢性化に至ると考えられている8，9）．

　スギ花粉の飛散は主として九州から北海道へと北上

する形で始まり，主に 2月中旬から 4月下旬くらいに

かけて症状が強く出る10）．花粉症の 4大症状は，くしゃ

み，鼻水，鼻づまりおよび目のかゆみである．また，
図 1　 アレルギー性鼻炎の 1998年と 2008年における

全国平均有病率1）
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表 1　アレルギー性鼻炎の有病率（2008年）1）

都道府県
有病率（％）

通年性
アレルギー性鼻炎 スギ花粉症 スギ以外の花粉症 花粉症全体 アレルギー性鼻炎

全体
北海道 32.3   2.2 19.5 18.8 36.1
青森県 21.0 12.5 18.2 21.4 32.2
岩手県 20.8 12.1 12.9 17.8 28.7
宮城県 23.4 32.5 21.5 36.9 43.8
秋田県 24.8 14.0   6.0 16.8 29.6
山形県 31.7 25.0 22.6 34.6 49.1
福島県 19.9 26.4 13.9 28.8 37.5
茨城県 19.2 25.6 12.4 28.2 36.2
栃木県 21.5 39.6 18.7 40.9 45.5
群馬県 12.0 31.9 12.3 34.8 39.3
埼玉県 24.0 39.6 21.7 42.9 47.8
千葉県 26.5 32.4 13.4 34.6 43.7
東京都 25.5 32.1 15.2 33.8 42.3
神奈川県 24.5 33.1 15.2 34.6 42.4
新潟県 19.0 15.0   6.9 17.1 26.1
富山県 18.8 17.4 14.4 21.4 30.1
石川県 20.6 20.5   9.1 21.9 31.9
福井県 23.7 21.6 11.1 23.7 34.8
山梨県 26.5 44.5 22.7 48.7 53.8
長野県 12.5 25.0 11.1 29.0 34.8
岐阜県 23.6 36.5 20.9 38.3 47.7
静岡県 14.3 39.3 18.8 41.1 44.9
愛知県 18.7 28.0 16.2 30.1 37.0
三重県 18.4 33.2 15.0 34.3 41.2
滋賀県 20.8 26.4 22.4 31.1 42.0
京都府 23.7 32.8 21.2 35.6 43.7
大阪府 22.0 25.2 17.3 27.4 36.6
兵庫県 25.1 20.5 17.3 26.0 38.7
奈良県 27.8 35.0 26.7 41.3 47.2
和歌山県 25.2 20.3 10.3 22.2 36.5
鳥取県 32.5 24.4 11.1 25.6 43.9
島根県 27.5 13.1   9.1 16.8 37.3
岡山県 21.1 19.1 14.1 24.6 34.5
広島県 23.4 27.8 10.3 29.3 38.4
山口県 29.1 27.3 15.0 28.8 47.5
徳島県 23.0 28.8 17.6 30.8 37.0
香川県 14.8 21.5 16.1 27.1 31.9
愛媛県 16.6 28.3 16.2 31.3 39.8
高知県 21.0 41.2 11.6 42.6 50.0
福岡県 27.3 18.2 13.8 22.0 34.5
佐賀県 31.7 26.3 16.4 28.0 40.2
長崎県 19.8 15.2   3.1 16.2 30.3
熊本県 26.8 13.6 14.5 18.8 32.8
大分県 27.0 22.7 12.8 25.6 38.8
宮崎県 17.0   8.2   9.1 15.2 24.8
鹿児島県 31.7 12.1   4.9 12.7 36.3
沖縄県 27.2   6.0   3.5   7.4 30.1
全国 23.4 26.5 15.4 29.8 39.4
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その他に目の異物感や流涙，目やに，喉や耳の奥のか

ゆみおよび痛み，咳や頭痛，微熱など，様々な症状が

ある．くしゃみや鼻水がひどいタイプ，鼻づまりがひ

どいタイプ，両方ともひどいタイプ，目のかゆみだけ

のタイプなどに分かれ，どの程度の花粉で症状が現れ

るかといった重症度も人によって異なる．

　花粉症の診断には鼻汁中好酸球の増加，血清中の抗

原特異的 IgEや皮膚反応などの診断のための検査があ

る．簡便的には問診による季節の症状と血清中の抗原

特異的 IgEや皮膚反応により判断できる．

　花粉症における治療法の選択には，患者のライフス

タイルも重要な因子であり，治癒させることが困難な

慢性疾患であることから，QOLの向上が最も大切な

目標となる．症状がごく軽度で日常生活に支障のない

状態を持続させることである11）．

　花粉症の予防方法として，マスクやメガネが汎用さ

れており，現在は花粉専用のものが多く市販されてい

る．マスクを装着することで，吸い込む花粉を約 1/3

から 1/6に減少させることができるが，マスクを装着

していても吸い込む花粉を完全に防ぐことはできな

い．メガネによっても，目に付着する花粉を 1/2から

1/3に減少させることができる．花粉は毛織物の衣類

に付着しやすいので，衣類は花粉が付着しにくい綿や

ポリエステルなどの化学繊維のものに変更すること

で，衣類に付着した花粉を吸い込む量を減少させるこ

とができる．また，うがいや洗顔を行うことで，喉の

中や顔に付着した花粉を除去することができる．

　治療方法において薬物治療が最も一般的であり，病

型や重症度を考慮して薬剤を選択する必要がある．薬

物治療では，第二世代抗ヒスタミン薬，抗ロイコトリ

エン薬，化学伝達物質遊離抑制薬などの抗アレルギー

薬の内服薬や点鼻薬，点眼薬，そして鼻噴霧用ステロ

イド薬，点眼ステロイド薬の組み合わせが用いられる．

その他，抗原特異的減感作療法も知られているが，稀

に重篤な全身的副作用がみられること，数年という連

続的通院が必要であることなどが普及を阻んでいる．

近年，減感作療法において舌下免疫療法が行われるよ

うになり，治療による痛みや連続的な通院を避けるこ

とができるようになってきたが，治療効果の低さや，

これまで保険適用外であるために費用負担が高かった

ことが問題点である．

　川口らは，我が国における花粉症に関する医療費に

ついて報告している12）．一般に医療費の算定は直接に

予防や治療に要した直接医療費と日常生活活動におけ

る障害や労働損失などの間接医療費，ならびに疾患に

よって生じる精神的負担など，目に見えない非医療費

または無形医療費と呼ばれるものに分類されるが，彼

らの報告では主に直接医療費について言及している．

国民健康保険加入者 12,105人を対象者としたところ，

929人が花粉症患者として抽出され，これは全体の

7.7％に当たる（表 2）．したがって，これを基にする

と日本全体では約 1,000万人が受療していると推計さ

表 2　直接費の推計・1年間の入院外スギ花粉症医療費総額12）

A B C D E F G

年齢階級 全国の人口
（千人）

A町
全国の推計額
（千円）国保加入者数

（人）
花粉症患者数
（人） 割合 花粉症医療費

（円）
 0～19歳   28,600   2,413 198 8.2％ 10,252   24,059,273

20～39歳   34,672   2,531 186 7.3％ 11,385   29,008,998

40～49歳   19,645   1,678 149 8.9％ 11,465   19,999,558

50～59歳   16,894   1,725 151 8.8％ 12,600   18,633,347

60～69歳   13,885   2,173 135 6.2％ 13,828   11,928,320

70歳以上   11,875   1,585 110 6.9％ 16,474   13,576,759

総数 125,571 12,105 929 7.7％ 12,311 117,206,256

G=F×(D/C)×B
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れる．スギ花粉症で入院する症例は極めて少ないの

で，入院外費用のみについて医療機関に受療した患者

の花粉症に関わる年間の総医療費は 12,311円であり，

日本全体では 1,172億円と推計される．また，1995年

における花粉症に関わる一般医薬品の売上高は 138億

円で，鼻炎治療内服薬は 95億円であり，その中の約

69％に当たる（表 3）．花粉症に関わる医療用具・装

置の 1995年の売上高は約 77億円であった（表 4）．

　この他に，2002年における花粉症による直接医療

表 3　花粉症に関わる一般医薬品の売上高（1995年）12）

薬品の種類 金額
鼻炎治療内服薬 95億円
鼻炎治療点鼻薬 17億円
抗アレルギー点眼薬 26億円

表 4　花粉症に関わる医療用具・装置の売上高（1995年）12）

花粉防止マスク 40億円
花粉防止用メガネ 2.2億円

家庭用温熱吸入器（ネブライザー） 35億円

図 2　木材需要量の推移16）

　　　その他とは，薪炭材，しいたけ原木，杭木等である．

図 3　造林面積の推移17）

昭和 21年度から昭和 39年度にかけては，調査方法等が一様でないため，昭
和 40年度以降の数値とは接続しない．また，拡大造林面積は昭和 35年以降
調査している．
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費は 2,259億円と試算されている13）．また，花粉防止

メガネ，花粉防止マスク，家庭用温熱吸入器および空

気清浄機を合わせた販売額が報告されており，1995

年に対して 2002年では，1.22倍に増加している14）．

さらに 2010年には，花粉症患者に対して前年に費や

した花粉症関連グッズ購入費や治療費についての

アンケート調査で，1,000円以上 5,000円未満の人が

37.1％と最も多く，10,000円以上の人も 10％いた15）．

Ⅲ．日本におけるスギの植林と現状

　第二次世界大戦時に，強制的に木材を供給し続けた

結果，乱伐に乱伐が重なり，あちこちに木が一本もな

い荒廃した山ができた．その面積は約 150万 haとい

われており，これにより各地で水害が頻発した．こ

のため，1946（昭和 21）年における造林事業の公共事

業への組み入れ，1949（昭和 24）年に保安林整備の強

化の一環として水源林の造成事業の実施，1950（昭

和 25）年には第 1回全国植樹祭の開催による国民の

緑化意識の高揚等の対策が講じられた．これら施策

により荒廃した山にスギやカラマツなどが植林され，

1956（昭和 31）年には荒廃した山はほとんどみられな

くなった．戦後の復興が進むにつれて経済発展も進

み，パルプ材や建築材料としての木材の需要が高まり

（図 2）16），木材価格も値上がりしていった．その結果，

林野庁は「拡大造林」という政策を行った（図 3）17）．

これにより，原生林の樹木が伐採されて利用され，そ

の跡地に成長が早くて商品価値の高いスギやヒノキな

どを植林した．その際に，スギを植える場合，国から

の補助金も出るということもあり，本来木を植えられ

ないような斜面にまでスギを大量に植林した．しかし

ながら，1960年代の木材輸入自由化により，国産材

は低価格な外材に勝てず採算が取れなくなり，放置さ

れた人工林があちこちに存在するようになった18）．ス

ギは樹齢 20年頃より花粉を飛散させ，樹齢 30年頃か

らは花粉の飛散量が多くなるといわれている．した

がって，図 4より樹齢 30年を超えるスギは，1970年

代より急激に増加していると考えられる3）．

　現在，日本の国土面積（3,729万 ha）の約 7割を森林

面積（2,510万 ha）が占めており，そのうち人工林面積

は 1,035万 haであり，森林面積の約 4割となってい

る．スギ人工林は 450万 haで森林面積の 18％であり，

人工林の半数近くを占めている（表 5）2）．都道府県別

のスギ人工林面積は，スギ花粉症有病率で上位に位置

する高知県は比較的スギ人工林面積も上位であるが，

栃木県は 10万 haよりも少なく平均以下であり，山梨

県と埼玉県は下位 10県に位置しており，あまり相関

はないと思われる（表 6）3）．しかしながら，スギ花粉

症有病率の低い北海道と沖縄県も下位 10県に位置し

図 4　スギ・ヒノキ人工林齢級（森林の年齢）別面積（平成 24年 3月 31日現在）3）
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表 5　都道府県別森林率・人工林率（平成 19年 3月 31日現在）2）

都道府県 森林面積（ha) 人工林面積（ha) 国土面積（ha) 森林率 人工林率
1 北海道 5,538,469 1,505,246 7,842,006 71％ 27％
2 青森県 634,445 274,355 960,704 66％ 43％
3 岩手県 1,174,467 502,035 1,527,877 77％ 43％
4 宮城県 417,814 201,420 728,573 57％ 48％
5 秋田県 839,183 410,445 1,161,222 72％ 49％
6 山形県 667,238 184,331 932,344 72％ 28％
7 福島県 972,247 342,628 1,378,275 71％ 35％
8 茨城県 189,330 115,208 609,569 31％ 61％
9 栃木県 353,048 158,675 640,828 55％ 45％
10 群馬県 423,331 180,701 636,316 67％ 43％
11 埼玉県 122,237 60,149 379,725 32％ 49％
12 千葉県 162,307 62,574 515,658 31％ 39％
13 東京都 79,646 35,331 218,742 36％ 44％
14 神奈川県 95,033 36,625 241,584 39％ 39％
15 新潟県 861,586 163,953 1,258,346 68％ 19％
16 富山県 284,377 52,997 424,740 67％ 19％
17 石川県 286,436 101,899 418,547 68％ 36％
18 福井県 312,363 125,500 418,927 75％ 40％
19 山梨県 348,118 153,499 446,537 78％ 44％
20 長野県 1,059,821 445,965 1,356,223 78％ 42％
21 岐阜県 865,674 387,136 1,062,117 82％ 45％
22 静岡県 501,753 283,502 778,009 64％ 57％
23 愛知県 219,718 141,451 516,406 43％ 64％
24 三重県 373,337 230,694 577,687 65％ 62％
25 滋賀県 204,893 84,249 401,736 51％ 41％
26 京都府 343,428 130,543 461,300 74％ 38％
27 大阪府 58,262 28,313 189,683 31％ 49％
28 兵庫県 562,066 240,466 839,547 67％ 43％
29 奈良県 284,426 173,042 369,109 77％ 61％
30 和歌山県 363,592 221,125 472,612 77％ 61％
31 鳥取県 257,734 139,239 350,726 73％ 54％
32 島根県 525,748 207,342 670,757 78％ 39％
33 岡山県 483,597 198,291 711,300 68％ 41％
34 広島県 612,897 199,230 847,852 72％ 33％
35 山口県 438,782 197,225 611,222 72％ 45％
36 徳島県 312,340 192,177 414,569 75％ 62％
37 香川県 87,859 27,074 187,647 47％ 31％
38 愛媛県 401,147 246,536 567,738 71％ 61％
39 高知県 599,180 392,145 710,501 84％ 65％
40 福岡県 222,369 142,789 497,617 45％ 64％
41 佐賀県 110,702 73,753 243,958 45％ 67％
42 長崎県 242,943 104,766 409,522 59％ 43％
43 熊本県 465,742 282,020 740,521 63％ 61％
44 大分県 452,608 238,861 633,933 71％ 53％
45 宮崎県 589,208 356,812 773,478 76％ 61％
46 鹿児島県 590,451 301,993 918,780 64％ 51％
47 沖縄県 105,036 12,361 227,528 46％ 12％

全　国 25,096,987 10,346,673 37,288,700 67％ 41％
※ 1国土面積は，全国市町村要覧平成 19年度版による．
※ 2全国および北海道の森林率は北方領土を除いて，青森県および秋田県の森林率は十和田湖を除いて算出した．
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表 6　都道府県別スギ人工林面積1，19）

都道府県 森林面積
（ha）

スギ人工林
面積（ha）

樹齢 19年
以上のスギ
人工林面積
（ha）

森林面積に
おけるスギ
人工林の割
合（％）

スギ人工林
面積の順位

都道府県面
積における
スギ人工林
の割合（％）

都道府県面
積における
スギ人工林
割合の順位

北海道 5,538,469 32686.5 50.2 0.59 40 0.42 46
青森県 634,445 199850.5 1232.4 31.50 4 20.80 9
岩手県 1,174,467 205027.5 1041.0 17.46 3 13.42 23
宮城県 417,814 134833.4 583.0 32.27 13 18.51 13
秋田県 839,183 366494.3 3947.0 43.67 1 31.56 2
山形県 667,238 158523.6 1578.6 23.76 7 17.00 18
福島県 972,247 184770.0 854.6 19.00 5 13.41 24
茨城県 189,330 62009.8 1526.1 32.75 30 10.17 34
栃木県 353,048 79550.4 1017.0 22.53 24 12.41 27
群馬県 423,331 80277.8 655.1 18.96 23 12.62 26
埼玉県 122,237 36442.3 675.7 29.81 39 9.60 36
千葉県 162,307 48490.5 1313.1 29.88 35 9.40 37
東京都 79,646 22558.4 205.8 28.32 43 10.31 33
神奈川県 95,033 19186.3 560.1 20.19 44 7.94 38
新潟県 861,586 146625.5 3709.5 17.02 11 11.65 28
富山県 284,377 48973.1 491.3 17.22 34 11.53 31
石川県 286,436 72559.4 2323.0 25.33 26 17.34 16
福井県 312,363 108120.9 1973.3 34.61 18 25.81 5
山梨県 348,118 25987.6 195.1 7.47 42 5.82 42
長野県 1,059,821 59838.6 576.5 5.65 31 4.41 43
岐阜県 865,674 123549.1 3051.7 14.27 14 11.63 29
静岡県 501,753 110907.2 2426.8 22.10 17 14.26 20
愛知県 219,718 51480.7 3222.6 23.43 33 9.97 35
三重県 373,337 100611.9 2268.4 26.95 19 17.42 14
滋賀県 204,893 46385.6 1557.6 22.64 36 11.55 30
京都府 343,428 63768.4 1669.7 18.57 29 13.82 22
大阪府 58,262 7670.4 359.8 13.17 45 4.04 44
兵庫県 562,066 118367.5 845.6 21.06 15 14.10 21
奈良県 284,426 98931.1 8391.8 34.78 20 26.80 4
和歌山県 363,592 94554.4 2048.4 26.01 21 20.01 12
鳥取県 257,734 72096.5 1285.2 27.97 27 20.56 10
島根県 525,748 85210.9 703.7 16.21 22 12.70 25
岡山県 483,597 45039.8 746.5 9.31 37 6.33 41
広島県 612,897 55013.3 558.1 8.98 32 6.49 40
山口県 438,782 68436.6 310.2 15.60 28 11.20 32
徳島県 312,340 139829.9 945.4 44.77 12 33.73 1
香川県 87,859 1930.8 61.5 2.20 46 1.03 45
愛媛県 401,147 113607.1 662.6 28.32 16 20.01 11
高知県 599,180 157048.0 1389.0 26.21 8 22.10 7
福岡県 222,369 73270.5 310.7 32.95 25 14.72 19
佐賀県 110,702 41739.8 47.3 37.70 38 17.11 17
長崎県 242,943 31107.4 71.8 12.80 41 7.60 39
熊本県 465,742 155351.8 549.9 33.36 9 20.98 8
大分県 452,608 152540.4 29.3 33.70 10 24.06 6
宮崎県 589,208 243939.8 379.7 41.40 2 31.54 3
鹿児島県 590,451 159502.1 258.0 27.01 6 17.36 15
沖縄県 105,036 247.9 0.0 0.24 47 0.11 47
全国 25,096,987 4504944.9 58659.5 17.95 12.08
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ている．またこのことは，都道府県面積におけるスギ 

人工林面積においても，ほぼ同様である．そして，各

都道府県のスギ・ヒノキ花粉飛散シーズンにおける花

粉飛散量を，スギ花粉症有病率順に並べたものが図 5

である．各都道府県のスギ花粉症有病率は，スギ・ヒ

ノキ花粉飛散量は概ね相関していると思われる．

Ⅳ．栃木県の現状

　2008年の疫学調査において，栃木県のスギ花粉症

有病率は 39.6％で全国第 3位であり，全国平均の約 1.5

倍である1）．スギ以外の花粉症有病率は，全国平均よ

りも若干高い程度であるが，花粉症全体の有病率では

40.9％と高く，スギ花粉症患者が際立って多いといえ

る．

　栃木県の森林面積は約 35万 haであり，県土面積の

約 55％を占める．そのうちの 34％に当たる約 12万 ha

が民有人工林，また 29％に当たる約 10万 haが民有天

然林であり，民有林は合わせて約 22万 haと，森林面

積の 63％を占めている．そしてスギは，民有林の約

1/3を占めている（図 6）21）．栃木県のスギ人工林面積

図 5　都道府県別スギ・ヒノキ花粉飛散量の推移20）

2013年は 1月末～5月まで，2012年および 2011年は花粉飛散シーズン（集計日は
観測地点毎で異なり，3月 27日～4月 19日），2010年は 4月 9日までの累計． 
各都道府県の観測地点 1カ所（主に都市部）の飛散量であり，一部観測年により
観測地点が異なる都道府県がある．沖縄県についてはデータがなく，北海道の飛
散量は皆無である．

図 6　栃木県の森林の概要21）
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は 79,550 haで，都道府県別順位では第 24位とほぼ 

真ん中の位置であり，スギ人工林が多いとはいえない3）．

Ⅴ．栃木県の花粉対策

　栃木県では，水資源のかん養や県土の保全，二酸化

炭素の吸収など公益的機能の高い健全な森林を育成す

るとともに花粉症対策にも資するため，雄花の多いス

ギ林の間伐を推進している．併せて花粉の少ないスギ

林等の造成に関する研究を行うことにより花粉発生源

対策を進めている．

　栃木県地球温暖化防止森林吸収源対策推進計画等に

より，人工林間伐目標面積を 8,000 haと設定し，民有

林の間伐を進めている（表 7）．

　独立行政法人森林総合研究所材木育種センターで

は，少花粉スギの研究を行っており， 135品種が開発

されている（2010年度末現在）．スギの雄花の着花性

には個体差があるため，精英樹ごとの雄花着花性を調

査し，雄花が少なく，かつ林業的に有用な品種の開発

を進めている．また，花粉症の原因となる花粉中のア

レルゲンの量にも着目し，よりアレルギー性の低い品

種の開発に取り組んでいる．スギ花粉アレルゲンのう

ち最も含有量が多いアレルゲンである Cryj1において

は，多い物と少ない物では約 80倍の違いがある．そ

して，2005年には無花粉スギ「爽春」を開発し，組

織培養等による効率的な大量生産システムを開発し

た22）．

　栃木県では，2008年 5月に「花粉の少ないスギ山

行苗生産計画」を策定し，2016年までに栃木県のス

ギ造林面積（2006年度のスギ年間造林面積を基準）

の半分である 35 haを植栽するのに必要なスギ山行苗

約 10万 5千本を生産するため，造成後の早期の段階

から種を採種できるミニチュア採種園を造成してい

る．2008年度に林業センター内に造成した 3号ミニ

チュア採種園において，少花粉スギ 93本の種子を採

取し，品種別・個体別の生産量や個体ごとの成長量お

よび発芽率についての実地試験を実施した．また，塩

野室育種地内 5号ミニチュア採種園（0.09 ha）に，少

花粉スギ 196本（28系統）を造成した（2011度末現在）．

一般に，少花粉スギは種を着けにくいため，植物ホル

モンのジベレリンを用いて着花促進処理を行い，強制

的に種を着けさせて種生産を行っている．着花促進処

理を行うと翌年の秋には採種が可能となり，その種を

苗畑に播種した 3年後には山行苗となって山に植栽で

きるようになる．

 Ⅵ．まとめ

　我が国では，1950年代に国策によりスギが多く植

林された．スギは樹齢 20年頃より花粉を飛散させ，

樹齢 30年頃からは花粉の飛散量が多くなるといわれ

ている．このことは，1970年代より我が国のスギ花

粉症が社会問題化したことと合致する．

　スギ花粉症有病率上位 10府県についてスギ人工林

面積を見てみると，高知県と岐阜県では上位に位置す

るものの，多くの府県が 20位から 30位であり，スギ

花粉症有病率が最も高い山梨県ではスギ人工林面積は

42位とかなり少ない．対して，宮崎県や秋田県はス

ギ人工林面積が大きいにもかかわらず，スギ花粉症有

病率は下位 10県の中に入っていた．また，都道府県

面積におけるスギ人工林面積の割合においても，スギ

花粉症有病率との関連性はほぼ同様であった．しかし

ながら，北海道と沖縄県はスギ花粉症有病率が非常に

低く，これはスギ人工林が少ないことに起因するとい

える．したがって，スギ花粉症有病率はスギ人工林面

積だけでは説明ができない．一方で，スギ・ヒノキ花

粉飛散量とスギ花粉症有病率は概ね相関していた．花

表 7　栃木県の近年の間伐実績

年間間伐目標面積 8,000 ha

2005年間伐実施面積 5,103 ha

2006年間伐実施面積 4,881 ha

2007年間伐実施面積 5,005 ha

2008年間伐実施面積 6,100 ha

2009年間伐実施面積 6,167 ha

2010年間伐実施面積 9,162 ha

2011年間伐実施面積 6,324 ha

2012年間伐実施面積 4,712 ha

栃木県資料による．
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粉の飛散量は，気温や降水量などの気象条件の影響を

受けることや，雄花の数などによっても異なるので，

一概にスギ人工林面積が多いことがスギ花粉症有病率

につながるとはいえない．さらに，花粉飛散量そのも

のについても，一部スギ花粉症有病率と合致しないの

は，スギの品種により花粉アレルゲンの含有量が異な

ることに由来すると思われる．

　現在栃木県では，スギ林の間伐の促進および少花粉

スギへの転換が行われており，これらの対策の結果と

して花粉症患者が減少することが期待される．

　しかしながら，スギが成長するには約 50年かかり，

全てのスギが少花粉スギに置き換わるにはかなりの年

数が必要である．したがって，現状では花粉曝露の予

防と薬による治療を行っていくしかない．

　一方，花粉症患者数の増加には花粉飛散量の増加に

加えて，近年食生活などの生活様式の変化や大気汚染

等の関与も疑われている．大気汚染の要因となってい

るディーゼル排気ガスの花粉症に対する影響について

は未だ明確ではないものの，動物実験においては花粉

症の増悪化にディーゼル排気ガスが影響を及ぼすこと

が示されている．

　したがって，スギ花粉症患者を減少させるには，今

後の継続的な調査・観察・研究が必要である．
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